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原則9:高い保護価値 

 

組織は予防原則の下、管理森林内の高い保護価値(HCV)を維持もしくはより高めなければいけない。 

 

9.1 組織は、影響を受ける利害関係者およびその他関心の高い利害関係者との協議、また他の方法や情

報源を通し、管理施業の与える影響の規模、強度、リスクおよび高い保護価値が存在する可能性に応じ

た範囲で、以下に挙げる管理森林内における高い保護価値(HCV)についてその存在及び状況を評価し記

録しなければならない: (V4基準9.1) 

 

HCV 1 –  種の多様性: 地球レベル、地域あるいは国家レベルで重要とされる固有種、希少種または危急

種、絶滅危惧種を含む生物の多様性が集中して認められる地帯。 

 

HCV 2 –  景観レベルでの生態系とモザイク: 地球レベル、地域あるいは国家レベルで重要とされる自然

固有種が本来の状態で豊富に分布している大規模な生態系と生態系のモザイク。 

 

HCV 3 –  生態系および生息地: 希少または危急、絶滅の危機に瀕している生態系、生息地もしくは退避

的に孤立して生息している地帯。 

 

HCV 4 –  重要な生態系サービス: 集水域の保全や脆弱な土壌と斜面の流出、崩壊の防止などを含む、重

要な基本的生態系サービス。これらの生態系サービスが失われると、高確率で大きな問題が

発生する。 

 

HCV 5 –  地域社会のニーズ: 地域社会あるいは先住民との協議を通し特定した、地域社会あるいは先住

民にとり基本的に欠かせない重要な場所と資源(生活、健康、食料、水などのため)。 

 

HCV 6 –  文化的価値: 地域社会あるいは先住民との協議を通し特定した、世界的もしくは国家的な規模

で文化的、考古学的あるいは歴史的に重要な、もしくは地域社会あるいは先住民の伝統文化

にとり文化的、生態学的、経済的、宗教的あるいは精神的に非常に重要な場所、資源、生息

地そして景観。 

 

9.1.1 入手可能な最も有効な情報に基づき、基準9.1で定義されているHCV1～HCV6の高い保護価値

(HCV)の場所と状態を特定し、記録するための評価が完了している。 

 

9.1.2 高い保護価値(HCV)を保全するにあたり、影響を受ける利害関係者およびその他の関心の高い

利害関係者との協議の上で、上記評価がされている。 

 

9.2 組織は、地域社会、先住民そして専門家との協議を通し、特定された高い保護価値(HCV)を維持も

しくは向上させる効果的な戦略を策定しなければならない。(V4基準9.2) 

 

9.2.1 入手可能な最も有効な情報に基づき、特定された高い保護価値(HCV)を脅かすものが文書化さ

れている。 

 



FSCジャパン仮訳 2014年 1月 27日 

9.2.2 特定された高い保護価値(HCV)や関係する場所の価値を維持もしくは向上させるため、価値を

損なう可能性のある管理活動が行われる前に、管理戦略と活動計画が構築されている。 

 

9.2.3 特定された高い保護価値(HCV)の維持もしくは向上のための管理戦略と活動計画の構築は、影

響を受ける利害関係者およびその他の関心の高い利害関係者、地元もしくは地域の専門家との協議

のもとで行われている。 

 

9.2.4 構築された戦略は高い保護価値(HCV)の維持、向上のために効果的であり、予防原則に基づい

ている。 

 

9.3 組織は、特定された高い保護価値(HCV)を維持もしくは向上させるための戦略と活動計画を実施し

なければならない。これらの戦略と活動を実施する際には、予防原則に則り、管理施業の規模・強度・

リスクに応じた範囲で行わなければならない。(V4原則9.3) 

 

9.3.1 構築された戦略の実施を通し、高い保護価値(HCV)とそれらが依存する場所の価値は維持もし

くは向上している。 

 

9.3.2 それぞれの高い保護価値(HCV)のための管理戦略と活動計画が実施される際には、管理施業の

規模・強度・リスクに応じた範囲で、予防原則に則っている。 

 

9.3.3 高い保護価値(HCV)を損ねる活動は即時中止され、高い保護価値(HCV)を復元、保護する措置

が取られている。 

 

9.4 組織は、高い保護価値(HCV)について、その状況の変化を評価するための定期的なモニタリングが

行われていることを示さなければならない。また、効果的な保護が確実に行われるよう組織の管理戦略

を適応させなければならない。モニタリングは、管理施業の規模、強度、リスクに応じたもので、影響

を受ける利害関係者や他の関心の深い利害関係者および専門家との協議を経たものでなければならな

い。(V4基準9.4) 

 

9.4.1 定期的なモニタリングプログラムには以下の評価が含まれている: 

a) 戦略の実施 

b) 高い保護価値(HCV)とそれらが依存する場所の状態 

c) 高い保護価値(HCV)を維持または向上させる管理戦略と保護活動の効果 

 

9.4.2 モニタリングプログラム利害関係者や他の関心の深い利害関係者および専門家との協議を通

して作成されている。 

 

9.4.3 初回の評価により特定されたそれぞれの高い保護価値(HCV)の状態と比較し、変化を発見する

ことができる程度にモニタリングプログラムは十分な範囲、規模、詳細さ、頻度で行われている。 

 

9.4.4 モニタリングまたはその他の新たな情報により、高い保護価値(HCV)を確実に維持、向上させ

るための戦略と保護活動が効果的でないと示された場合、管理戦略と活動計画は修正されている。 


